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前
経
済
産
業
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資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
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官
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題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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者
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秀
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前
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
の
再
就
職
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
公
務
員
の
天
下
り
・
渡
り
の
問
題
は
、
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
た
び
、
国
民
の
間
か
ら
も
大
き
な
批
判
を
受
け

て
お
り
、
そ
の
早
期
根
絶
に
向
け
た
真
摯
な
取
り
組
み
こ
そ
、
政
治
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
責
務
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
前
経
済

産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
の
再
就
職
問
題
に
関
し
て
下
記
の
質
問
を
す
る
。

枝
野
官
房
長
官
は
本
年
二
月
二
日
の
記
者
会
見
で
、
石
田
徹
・
前
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
が
同
庁
所
管
の
東

京
電
力
顧
問
に
就
任
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
天
下
り
」
に
は
あ
た
ら
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。
本
再
就
職
事
案
に
つ
い
て

は
、
菅
�
人
首
相
が
一
月
二
八
日
の
参
議
院
本
会
議
で
「
必
ず
し
も
天
下
り
で
な
い
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
う
一

度
し
っ
か
り
と
経
緯
を
調
べ
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
弁
し
て
か
ら
、
平
日
ベ
ー
ス
で
わ
ず
か
三
日
後
の
結
論
で
あ
る
。

一

こ
の
調
査
は
、
「
退
職
管
理
政
令
」
に
基
づ
く
首
相
が
保
有
す
る
天
下
り
に
つ
い
て
の
調
査
権
限
に
基
づ
く
も
の
か
。

二

天
下
り
の
斡
旋
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
誰
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
方
法
で
確
認
し
た
の
か
。

三

天
下
り
斡
旋
が
な
か
っ
た
と
認
定
す
る
に
至
っ
た
根
拠
を
明
示
さ
れ
た
い
。

四

国
家
公
務
員
退
職
後
四
カ
月
し
か
経
過
し
て
い
な
い
な
か
で
現
職
時
代
に
所
管
し
て
い
た
企
業
に
再
就
職
す
る
こ
と
は
、

一
般
論
と
し
て
特
段
問
題
に
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
か
。

一



右
質
問
す
る
。

二


